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（
質
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一
六
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答

弁
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一

六
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衆
議
院
議
員
荒
木
宏
君
提
出
雇
用
促
進
事
業
団
経
営
に
係
る
移
転
就
職
者
の
宿
舎(

雇
用
促
進
住
宅)

の
賃
料
等

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
荒
木
宏
君
提
出
雇
用
促
進
事
業
団
経
営
に
係
る
移
転
就
職
者
の
宿
舎
（
雇
用
促
進
住 

宅
）
の
賃
料
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

雇
用
促
進
住
宅
の
家
賃
又
は
使
用
料
（
以
下
「
家
賃
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
雇
用
促
進
事
業
団
に
お

い
て
、
修
繕
費
そ
の
他
諸
経
費
の
増
加
に
対
処
し
て
所
要
の
財
源
を
確
保
し
、
併
せ
て
新
旧
家
賃
等
の
不
均
衡

の
是
正
を
図
る
た
め
、
新
規
入
居
者
に
つ
い
て
の
家
賃
は
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
に
改
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
入
居
後
二
年
以
上
経
過
し
た
既
入
居
者
に
つ
い
て
の
使
用
料
は
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
に
改
定
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
家
賃
等
の
改
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
以
前
に
運
営
を
開
始
し
た
住
宅
を
対
象
と
し
、
建
設
年
度

に
応
じ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
均
約
二
千
円
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
定
率 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

今
回
の
既
入
居
者
に
つ
い
て
の
使
用
料
の
改
定
に
当
た
つ
て
は
、
雇
用
促
進
事
業
団
に
お
い
て
は
、
そ
の
趣

旨
や
必
要
性
に
つ
き
入
居
者
の
十
分
な
理
解
を
得
て
契
約
変
更
の
手
続
を
と
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
入
居
者
又

は
入
居
者
の
自
治
組
織
と
の
間
で
話
合
い
に
入
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

は
、
公
営
住
宅
等
の
家
賃
引
上
率
、
必
要
と
す
る
修
繕
費
の
見
込
額
等
を
参
考
と
し
、
直
接
に
は
公
営
住
宅
の

家
賃
変
更
を
す
る
場
合
に
用
い
る
率
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

も
し
も
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
お
い
て
家
賃
等
の
据
え
置
き
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
初
予
定
し
た
修
繕
、

改
修
整
備
等
に
要
す
る
経
費
（
そ
の
主
な
も
の
は
、
浄
化
そ
う
の
整
備
、
狭
あ
い
宿
舎
の
改
造
、
集
会
所
の
設 

雇
用
促
進
住
宅
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
福
祉
施
設
勘
定
で
な
く
雇
用
保
険
勘
定
で
経
理
を
行
つ
て
お
り
、
同

住
宅
の
業
務
費
の
昭
和
五
十
年
度
及
び
昭
和
五
十
一
年
度
の
収
支
状
況
を
み
る
と
不
用
額
は
生
じ
て
い
な
い
。 

四 

 



 

五 

置
、
屋
上
防
水
の
実
施
、
電
気
容
量
の
増
量
そ
の
他
環
境
の
整
備
等
の
経
費
）
に
不
足
を
き
た
す
こ
と
に
な 

る
。 

右
答
弁
す
る
。 




